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社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団個人情報保護規程実施要領 
 
 

世 社 事 総 発 9 1 6 号 
平成１７年３月３０日 

 
 
（趣  旨） 
第１条 この要領は、社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団個人情報保護規程（以下「規程」という。）の施行

について必要な事項を定めるものとする。 
（個人情報データベース等） 
第２条 規程第２条第２項第２号の事業団で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理

することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であっ

て、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。 
（保有個人データから除外されるもの） 
第３条 規程第２条第４項の事業団で定めるものは、次に掲げるものとする。 
１ 当該個人データの存否が明らかになることより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそ

れがあるもの 
２ 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれが

あるもの 
３ 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序

の維持に支障が及ぶおそれがあるもの 
（個人情報管理責任者） 
第４条 規程第１４条の規定による個人情報管理責任者は、各所管の所属長が担うものとする。 
（保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項） 
第５条 規程第１５条第１項第４号の事業団による保有個人データの取り扱いに関する苦情の申出先は、総務課

を窓口とする。 
 （保有個人データを開示する方法）                                        

第６条 規程第１６条第１項の事業団で定める方法は、書面の交付による方法（開示の請求を行った者が同意し

た方法があるときは、当該方法）とする。 
（保有個人データ開示等請求書） 
第７条 規程第２０条第１項の規定に基づき開示等の請求をしようとするものは、保有個人データ開示等請求書

（第１号様式）又はこれに準ずる書面を提出しなければならない。 
（本人等であることを証明するために必要な書類） 
第８条 規程第２０条第２項（規程第１５条第２項、第１６条第１項、第１７条第１項又は第１８条第１項にお

いて準用する場合を含む。）の事業団が定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類と

する。 
１ 本人が申出をする場合 運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カードその他これらに類する書類とし

て事業団が適当と認めるもの 
２ 法定代理人が本人に代わって申出をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その

他法定代理人であることを証明する書類として事業団が適当と認めるもの 
３ 本人が委任した代理人が申出をする場合                                    

（保有個人データ開示等可否決定通知書） 
第９条 規程第２１条第１項の規定による通知は、保有個人データ開示等可否決定通知書（第２号様式）により

行う 
（保有個人データ開示決定等期間延長通知書） 
第１０条 規程第２１条第２項の規定による通知は、保有個人データ開示決定等期間延長通知書（第３号様式）

により行う 
（開示検討委員会） 
第１１条 規程第２０条第１項の規定に基づき開示等の請求が行われた場合は、速やかに開示検討委員会を開催

しなければならない。 
２ 開示検討委員会の構成メンバーは、別表のとおりとする。 
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（緊急対策本部の設置） 
第１２条 情報漏えい等が発覚した場合は、速やかに緊急対策本部を設置し、召集しなければならない。 
２ 緊急対策本部の構成メンバーは、別表のとおりとする。 

（手数料） 
第１３条 文書等の写しを交付するときの交付の部数は、請求１件につき１部とする。 
２ 規程第２４条第２項に規定する写しの交付に要する手数料の額は、別表のとおりとする。 

 附 則 
 この要領は、平成１７年４月１日から適用する。 
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別表（第１３条） 

区 分 単 位 費用の額 

 
  

Ａ３版以下のもの 
（カラーのものを除く） 

 

５枚以下 
 

無料 

６枚以上 
 

５枚を超えるものについて、

１枚につき１０円とする。 

※ ただし、同一人が３０日間に２回以上写しの交付を受ける場合の費用は、２回目以降について

は１枚目から１枚につき１０円とする。 

 


